
 

事 務 連 絡  

平成 31 年３月 29 日 

 

 

   都道府県 

各 指定都市 保育担当課 御中 

  中 核 市 

 

内閣府子ども・子育て本部参事官 

厚生労働省子ども家庭局保育課  

 

 

 

「平成 30 年の地方からの提案等に関する対応方針」 

を踏まえた具体的な留意事項等について 

 

 保育施策の推進については、日頃より格別の御尽力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 この度、「平成 30 年の地方からの提案等に関する対応方針」（平成 30 年 12 月 25 日閣議決

定。別紙１参照。）が取りまとめられたことを踏まえ、具体的な対応方針を下記のとおりお

示ししますので、内容を十分御了知の上、貴管内の市町村への周知を行うとともに、本内容

の趣旨を踏まえて対応いただきますようお願いします。 

 

記 

 

１．保育所型事業所内保育事業における満３歳以上の児童の受入れについて 

事業所内保育事業については、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）

第６条の３第 12 項第１号の規定に基づき、事業主が雇用する労働者の監護する乳児若しく

は幼児（以下「乳幼児」という。）等又はその他の保育を必要とする乳幼児であって、満３

歳未満のものの保育を実施する事業であるとともに、同項第２号の規定に基づき、満３歳以

上の児童についても、満３歳以上の児童に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情

を勘案して、保育が必要と認められるものについて、保育を実施することが可能である。 

この「満３歳以上の児童に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情」については、

「特定教育・保育等の費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項」（平成 28 年８月
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23 日付け府子本第 571 号・28 文科初第 727 号・雇児発 0823 第１号内閣府子ども・子育て本

部統括官・文部科学省初等中等教育・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知。以下「留

意事項通知」という。）別紙 10（特例施設型給付費・特例地域型保育給付費）Ⅳ(1)において、 

・ 支給認定保護者が居住する地域に保育所又は認定こども園が無い場合 

・ 特定地域型保育事業を利用する３号認定子どもが、年度の途中で満３歳を迎えて認定

区分が２号となったが、地域において２号認定に係る利用定員に空きがない場合に当該

年度内において、引き続き特定地域型保育事業を利用する場合 

・ 保育認定を受けた事業主が雇用する労働者の子どもが、保護者の希望により満３歳以

降も、引き続き利用する場合 

のような事情がある場合で、市町村が必要と認めた場合としているところである。また、「事

業者向け FAQ（第７版）」において、上記以外の事情として、兄弟で別々の施設に通園せざる

を得ないことが該当しうることをお示ししている。 

これに加え、事業所内保育事業のうち保育所型事業所内保育事業（家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準（平成 26 年厚生労働省令第 61 号）第 43 条第１項に規定する保育

所型事業所内保育事業所をいう。以下同じ。）については、利用定員が 20 人以上とされてお

り、個々の施設や地域の状況によっては、満３歳以上の児童に対する集団保育等の提供体制

が確保されていると考えられるため、各市町村において、その他の地域の実情と照らし必要

と認める場合においては、満３歳以上の児童の受入れが可能であるため、適切に運用された

い。 

また、これら満３歳以上の児童を受け入れる場合においては、 

・ 地域の実情に応じて、満３歳以上の新規の児童を受け入れること 

・ 市町村と相談の上、予め満３歳以上の児童を受け入れることを見越して０～２歳の受

入人数の調整を行うこと 

は可能であるが、 

・ 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に基づき、市町村が条例で定める家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を遵守すること 

・ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準（平成 26 年内閣府

令第 39 号。以下「運営基準」という。）第 52 条第２項の規定に基づき、満３歳以上の

児童を含めた受入児童数の総数が、あらかじめ定められた定員の数を超えないこと 

・ 同条第３項の規定に基づき、満３歳以上の児童についても、特定地域型保育事業を提

供する場合と同様に利用申込者に対する重要事項を記した文書の交付、説明及び利用の

同意等が必要となること 

に留意されたい。 
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なお、保育所型事業所内保育事業については、当該事業において恒常的に満３歳以上の児

童を受け入れているなど、市町村長が認める場合においては、卒園後の受け皿に係る連携施

設の確保を要しない旨の省令改正を行い、平成 31 年４月１日から施行することとしている

ところである。（別紙２参照）      

ただし、この特例を活用し連携施設を確保しない場合にあっても、留意事項通知別紙８（事

業所内保育事業（保育認定３号））Ⅳの１に掲げる連携施設を設定していない場合に該当す

るものとして、公定価格の調整の適用を受けることに留意されたい。 

 

２．共同保育の実施について 

留意事項通知においては、保育所等が、自園の児童に加え他の保育所等を利用している児

童も受け入れて保育を行う共同保育を土曜日に実施した場合、公定価格の減額をしないこと

としているところである。 

この点、お盆や年末年始等、保育所等の利用児童が少ない場合についても、近隣の保育所

等が連携し、１カ所の保育所等で共同保育することは、保育士等の勤務環境改善につながる

ものであり、土曜日に限らず実施することができる。 

なお、お盆や年末年始等において共同保育を実施する場合についても、公定価格の基本分

等が減額されることはないが、保育所等の公定価格は年間約 300 日間開所することを基本と

して設定されており、この観点からも園側の都合のみならず、保護者の利便性を考慮しつつ、

適切に保育ニーズに対応する必要があることを念のため申し添える。 

また、共同保育の実施に当たって留意すべき事項を以下のとおり示すため、適切な運用に

努められたい。 

① 共同保育により児童の受入れを依頼する施設（以下「依頼施設」という。）は、施設

が所在する市町村及び共同保育により児童を受け入れる施設（以下「受入施設」という。）

と、共同保育を実施する際の体制や安全対策、費用負担等について、十分に協議し、合

意すること。 

  この際には、依頼施設と受入施設との間でそれぞれの役割分担及び責任の所在が明確

化するとともに、受入施設において、本来の業務に支障が生じない体制が確保されるこ

とを確認すること。 

② 依頼施設は、共同保育の実施について、運営基準第 20 条の規定に基づく重要事項を

記した文書等に記載の上、児童の保護者に対し十分な説明を行い、同意を得ること。 
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（別紙１） 

 

平成 30 年の地方からの提案等に関する対応方針（平成 30 年 12 月 25 日閣議決定）（抄） 

 

４ 国から地方公共団体への事務・権限の移譲等 

【厚生労働省】 

（６）児童福祉法（昭 22 法 164）及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平 18 法 77） 

近隣の保育所等が連携し、１か所の保育所等で保育を行う共同保育については、お盆や

年末年始等、保育所等の利用児童が少ない場合に実施が可能であることを明確化するため、

地方公共団体に 2018 年度中に通知する。 

（関係府省：内閣府） 

 

（７）児童福祉法（昭 22 法 164）及び子ども・子育て支援法（平 24 法 65） 

（ⅰ）事業所内保育事業については、地域の実情を踏まえ、満３歳以上の児童の受入れ等

が可能であることを明確化するため、地方公共団体に 2018 年度中に通知する。 

（関係府省：内閣府） 
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家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
保
育
所
等
と
の
連
携
）

（
保
育
所
等
と
の
連
携
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

市
町
村
長
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
代
替
保
育
の
提
供
に
係
る
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難

で
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
第

二
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

市
町
村
長
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
代
替
保
育
の
提
供
に
係
る
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難

で
あ
る
と
認
め
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
す
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
第

二
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

市
町
村
長
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
に
よ
る
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
施
設
の
確
保
が

著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
号
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

平成年月日 金曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
三
十
四
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日

厚
生
労
働
大
臣

根
本

匠
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５

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
法
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
も
の
（
入
所
定
員
が
二
十
人
以
上
の
も
の
に
限
る
。）で
あ
っ
て
、
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
も

の
を
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
連
携
協
力
を
行
う
者
と
し
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
新
設
）

一

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
助
成
を
受
け
て
い
る
者
の
設
置
す
る
施
設
（
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る

も
の
に
限
る
。）

二

法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
で
あ
っ
て
、

法
第
六
条
の
三
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
育
を
必
要
と
す
る
乳
児
・
幼
児
の
保
育
を
行
う
こ
と
に
要
す

る
費
用
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
補
助
を
受
け
て
い
る
も
の

（
食
事
の
提
供
の
特
例
）

（
食
事
の
提
供
の
特
例
）

第
十
六
条

（
略
）

第
十
六
条

（
略
）

２

搬
入
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
と
す
る
。

２

搬
入
施
設
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
施
設
と
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

四

保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
等
か
ら
調
理
業
務
を
受
託
し
て
い
る
事
業
者
の
う
ち
、
当
該
家
庭
的

保
育
事
業
者
等
に
よ
る
給
食
の
趣
旨
を
十
分
に
認
識
し
、
衛
生
面
、
栄
養
面
等
、
調
理
業
務
を
適
切
に
遂
行

で
き
る
能
力
を
有
す
る
と
と
も
に
、
利
用
乳
幼
児
の
年
齢
及
び
発
達
の
段
階
並
び
に
健
康
状
態
に
応
じ
た
食

事
の
提
供
や
、
ア
レ
ル
ギ
ー
、
ア
ト
ピ
ー
等
へ
の
配
慮
、
必
要
な
栄
養
素
量
の
給
与
等
、
利
用
乳
幼
児
の
食

事
の
内
容
、回
数
及
び
時
機
に
適
切
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
も
の（
家

庭
的
保
育
事
業
者
が
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
場
所
（
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規

定
す
る
家
庭
的
保
育
者
の
居
宅
に
限
る
。）に
お
い
て
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
場
合
に
限
る
。）

四

保
育
所
、
幼
稚
園
、
認
定
こ
ど
も
園
等
か
ら
調
理
業
務
を
受
託
し
て
い
る
事
業
者
の
う
ち
、
当
該
家
庭
的

保
育
事
業
者
等
に
よ
る
給
食
の
趣
旨
を
十
分
に
認
識
し
、
衛
生
面
、
栄
養
面
等
、
調
理
業
務
を
適
切
に
遂
行

で
き
る
能
力
を
有
す
る
と
と
も
に
、
利
用
乳
幼
児
の
年
齢
及
び
発
達
の
段
階
並
び
に
健
康
状
態
に
応
じ
た
食

事
の
提
供
や
、
ア
レ
ル
ギ
ー
、
ア
ト
ピ
ー
等
へ
の
配
慮
、
必
要
な
栄
養
素
量
の
給
与
等
、
乳
幼
児
の
食
事
の

内
容
、
回
数
及
び
時
機
に
適
切
に
応
じ
る
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
市
町
村
が
適
当
と
認
め
る
も
の
（
家
庭

的
保
育
事
業
者
が
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う
場
所
（
第
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定

す
る
家
庭
的
保
育
者
の
居
宅
に
限
る
。
附
則
第
二
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。）に
お
い
て
家
庭
的
保
育
事
業

を
行
う
場
合
に
限
る
。）

（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
）

（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
）

第
三
十
七
条

居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
育
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
七
条

居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
育
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
三
十
四
条
第
五
項
又
は
第
四
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
便
宜
の
提
供
に

対
応
す
る
た
め
に
行
う
保
育

二

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
三
十
四
条
第
五
項
又
は
第
四
十
六
条

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
便
宜
の
提
供
に
対
応
す
る
た
め
に
行
う
保
育

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

（
連
携
施
設
に
関
す
る
特
例
）

（
連
携
施
設
に
関
す
る
特
例
）

第
四
十
五
条

保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
連
携
施
設
の
確
保
に
当
た
っ
て
、
第
六

条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
連
携
協
力
を
求
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

第
四
十
五
条

保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
者
に
あ
っ
て
は
、
連
携
施
設
の
確
保
に
当
た
っ
て
、
第
六

条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
連
携
協
力
を
求
め
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
を
行
う
者
の
う
ち
、
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
業
を

行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
る
も
の
（
附
則
第
三
条
に
お
い
て
「
特
例
保
育
所
型
事
業
所

内
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。）に
つ
い
て
は
、
第
六
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
連
携
施
設
の
確
保

を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
設
）

附

則

附

則

（
食
事
の
提
供
の
経
過
措
置
）

（
食
事
の
提
供
の
経
過
措
置
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
後
に
家
庭
的
保
育
事
業
の
認
可
を
得
た
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の

省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
十
五
条
、
第
二
十
二
条
第
四
号
（
調

理
設
備
に
係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
本
文
（
調
理
員
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、

適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
等
は
、
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
利
用
乳

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
後
に
家
庭
的
保
育
事
業
（
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事

業
を
行
う
場
所
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。）の
認
可
を
得
た
施
設
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施

行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
第
十
五
条
、
第
二
十
二
条
第
四
号
（
調
理
設
備
に

係
る
部
分
に
限
る
。）及
び
第
二
十
三
条
第
一
項
本
文
（
調
理
員
に
係
る
部
分
に
限
る
。）の
規
定
は
、
適
用
し
な
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（
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
（
特
例
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
者
を
除
く
。）は
、
連
携
施
設
の
確
保
が

著
し
く
困
難
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
五
十
九
条
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
支
援
そ
の

他
の
必
要
な
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
市
町
村
が
認
め
る
場
合
は
、
第
六
条
第
一
項
本
文
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
連
携
施
設
の
確
保

を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、
連
携
施
設
の
確
保
が
著
し
く
困
難
で
あ
っ
て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

第
五
十
九
条
第
四
号
に
規
定
す
る
事
業
に
よ
る
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
適
切
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と

市
町
村
が
認
め
る
場
合
は
、
第
六
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算

し
て
五
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
、
連
携
施
設
の
確
保
を
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

幼
児
へ
の
食
事
の
提
供
を
同
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
内
で
調
理
す
る
方
法
（
第
十
条
の
規
定
に

よ
り
、
当
該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
の
調
理
設
備
又
は
調
理
室
を
兼
ね
て
い
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
調
理

施
設
に
お
い
て
調
理
す
る
方
法
を
含
む
。）に
よ
り
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
設
等
は
、
第
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
利
用
乳
幼
児
へ
の

食
事
の
提
供
を
同
項
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
内
で
調
理
す
る
方
法
（
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
当

該
家
庭
的
保
育
事
業
所
等
の
調
理
設
備
又
は
調
理
室
を
兼
ね
て
い
る
他
の
社
会
福
祉
施
設
等
の
調
理
施
設
に
お

い
て
調
理
す
る
方
法
を
含
む
。）に
よ
り
行
う
た
め
に
必
要
な
体
制
を
確
保
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
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